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はじめに

昨年６月２日の夕刊に「国税庁はまた，１

億円以上の有価証券を保有する人が海外移住

する際に資産の含み益に課税する国外転出時

課税制度について，１５年７月の導入から同１２

月までに，４３人の含み益計９３億円が対象とな

ったと明らかにした。」という記事が載った。

平成２７年７月１日から施行された国外転出時

課税制度のことである。導入当初半年間に係

る件数，含み益の金額であるが，「そもそも

申告した人がいたんだ」から「こんな程度か」

まで，感想が分かれる内容だったと思う。

株式等のキャピタルゲイン課税は，株式等

連載開始に当たって

２０１６年７月号から１２月号までの月刊『税理』で「国際税務の現状と動向」という標題

で６回にわたり記事を連載し，円滑な国際税務を実現していくためにはどうあるべきかと

いった思いを自由に述べさせていただきました。今回，同じような思いを共有する皆さん

と協力して，国際税務等の支援となる記事を『国際税務支援等リレー論文』というタイト

ルで連載していくことになりました。

担当する執筆者は，国税庁等で国際税務をはじめとした実務を担ってきた専門家や内外

の大学で研究を続ける皆さんです。国際税務を中心とした税務の円滑化を願い，心のこも

った記事を掲載していきたいと執筆者一同考えています。各執筆者の真摯な思いが読者の

皆様に伝わることを願います。

伏見 俊行（日本大学大学院経済学研究科教授）

（執筆予定）

８月号 与良秀雄（税理士）

９月号 澤田 耕（税理士）

１０月号 金森 勝（税理士）

１１月号 石黒秀明（千葉商科大学教授）

１２月号 馬 欣欣（一橋大学准教授）

１月号 井口眞孝（税理士）

２月号 楊 華（中国中央財経大学財税学院教授）

３月号 田地野幹雄（上武大学教授）

新連載 千葉商科大学客員教授（会計ファイナンス科）
（国際税務支援サービス税理士法人 顧問）

税理士 与良 秀雄
１

国外転出時課税制度のあらましについて
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の売却等によりキャピタルゲインが実現した

時点で，株式等を売却した納税者が居住して

いる国において課税されることが原則となっ

ている。こうした仕組みを利用して，巨額の

含み益を有する株式を保有したまま国外転出

し，キャピタルゲイン非課税国において売却

することにより課税逃れを行うことが可能と

なっている。そこで，平成２７年度税制改正に

おいて，主要国と足並みをそろえる形で日本

においても，一定の国外転出者に対して，国

外転出直前に対象資産を譲渡してこれを同時

に買い戻したものとみなして，その未実現の

キャピタルゲインに課税する国外転出時課税

制度が創設されたものである。

この国外転出時課税制度は，「国外転出時

課税制度」「国外転出（贈与）時課税制度」「国

外転出（相続）時課税制度」に分かれ，それ

ぞれ「転出者」「贈与者」「被相続人」という

通常，納税義務者とならない者を納税義務者

とし，加えて未実現の「含み益」に対してみ

なし課税が行われるため，実務的にも注意す

べき点がいくつかある。このため，本稿では，

まだ馴染みの薄いこの制度について，その基

本的事項（あらまし）を解説するものである。

� 国外転出時課税制度

１ 納税義務者・課税の対象

� 国外転出時課税は，どのような制度か？

国外転出時課税は，国外転出をする時点で

１億円以上の有価証券や未決済の信用取引な

どの対象資産を所有等している一定の居住者

に対して，国外転出の時に，国外転出の時の

価額又は国外転出の予定日の３か月前の日の

価額で対象資産の譲渡等があったものとみな

して，その対象資産の含み益に対して所得税

が課税される制度で，平成２７年７月１日以降

に国外転出をする場合に適用される（所法６０

の２�～�）。
なお，「国外転出」とは国内に住所又は居

所を有しなくなることをいう。

� 「一定の居住者」とは？

国外転出をする居住者で，次のいずれにも

該当する者をいう（所法６０の２�）。
� 国外転出の時に所有等している対象資

産の価額の合計額が１億円以上であるこ

と。

� 原則として国外転出の日前１０年以内に

おいて，国内在住期間が５年を超えてい

ること。

� 「対象資産」とは？

「対象資産」とは，有価証券（株式等），

匿名組合契約の出資持分，未決済の信用取

引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取

引が該当する。この場合，含み損のある有価

証券や国外で保有している有価証券について

も対象となる（外貨建て有価証券については，

対顧客直物電信売・買相場の仲値 T.T.Mに

より円換算）。

なお，本稿では，誌面の都合上，対象資産

の中心である株式等を所有しているケースで

以下説明していく。

� 株式等の価額の算定は？

株式等の価額は所得税基本通達２３～３５共－

９により算定する。

� 上場株式

プロフィール

与良 秀雄（よら・ひでお）
税理士。国税庁，関東信越国税局等において，主に

資産税事務に従事。

現在，資産税等の支援を行うほか，資産税関係の書

籍・記事の執筆，各種セミナー・研修会での講師等

として活動。
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金融商品取引所の公表する最終価格

� 気配相場のある株式

気配相場（日本証券業協会）

� 取引相場のない株式

� 売買実例のあるもの

適正と認められる価額

� 類似会社の株式の価額のあるもの

その価額に比準した価額

� �，�に該当しないもの
その株式の発行会社の１株当たりの純

資産価額等を参酌して通常取引されると

認められる価額

ただし，取引相場のない株式の価額の

算定に当たって，一般的には「１株当た

りの純資産価額を参酌して通常取引され

ると認められる価額」によることになる

が，その具体的算定方法が明らかでない

ことから，法人に対する資産の贈与や低

額譲渡の場合のみなし譲渡（時価課税）

の場合と同様に，以下の同通達５９－６の

算定によることとしている。

� 財産評価基本通達１７８から１８９－７ま

でに定める例により算定（�以下による
ことを条件）。

� 国外転出者が「同族株主」に該当する

かどうかは，その保有議決権数により判

定すること。

� 国外転出者が「中心的同族株主」に該

当するときには，その発行会社は常に小

会社として評価（純資産価額方式又は併

用方式（L＝０．５））すること。

� その発行会社の純資産価額の算定に当

たって，土地，上場株式はその時の価額

とし，簿価との評価差額に対する法人税

相当額は控除しないこと。

� 「含み益」の計算は？

国外転出の時において所有している株式等

のすべてについて譲渡があったものとみなし

て，その譲渡価額からその株式等の取得費（取

得価額）を控除して計算する。この含み益の

計算は，上場株式と非上場株式の別に行い，

その結果，平成２８年分以後，上場株式の含み

益の計算において譲渡損失が生じた場合には，

その上場株式等に係る譲渡損失の損益通算

（配当所得等）と譲渡損失の繰越控除の特例

を受けることができる。

なお，別々に行った非上場株式と上場株式

の含み益の計算において，いずれかに譲渡損

失が生じた場合でも，平成２８年分以降，他方

の譲渡益との通算（相殺）はできないので注

意が必要である。

（注） 平成２７年分については，上場株式等に

係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の

特例は適用することはできないこととさ

れていた。

� いつまでに申告するのか？

� 国外転出の時までに納税管理人の届出

をした場合

翌年の確定申告期限まで（国外転出時

の価額）

� 納税管理人の届出をしないで国外転出

をする場合

国外転出の時まで（国外転出の予定日

の３か月前の日の価額）

� 国外転出時課税の対象となった株式等の

取得価額の付替えは？

国外転出時課税の適用を受けて「含み益」

に課税された後に，その適用を受けた株式等

を譲渡した場合，その株式等の取得価額は，

国外転出時にその「含み益」の計算の基礎と

なった価額（譲渡価額）に付け替わる。

２ 納税猶予の特例（納付が困難な場合）
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国外転出の年 国外転出の翌年 国外転出の翌々年

納税管理人の届出 国外転出の日 確定申告
担保提出

12／31

確定申告期限 継続適用
届出書提出

継続適用届出書
提出期限

3／15 12／31 3／15

� 国外転出時課税の納税猶予の特例とは？

国外転出時課税の対象となった者が，一定

の手続きを行った場合には，国外転出時課税

の適用により納付することとなった所得税に

ついて，国外転出の日から５年間納税を猶予

することができる。

納税猶予の特例を受けるメリットは，�国
外転出時点においての税負担を回避できるこ

と，�国外転出後で納税猶予期間中に株式等
の譲渡があった場合の譲渡価額が国外転出時

より下落している場合には再計算できること，

�納税猶予期間満了日の株式等の価額が国外
転出時より下落している場合には再計算でき

ること等である。

� 国外転出時課税の納税猶予の適用を受け

るための手続きは？

国外転出時課税の納税猶予の適用を受ける

ためには，まず，国外転出の時までに所轄税

務署へ納税管理人の届出をする必要がある。

また，国外転出時課税の届出をする年分の

確定申告書に納税猶予の特例の適用を受けよ

うとする旨を記載するとともに，「国外転出

等の時に譲渡又は決済があったものとみなさ

れる対象資産の明細書（兼納税猶予の特例の

適用を受ける場合の対象資産の明細書）≪確

定申告書付表≫」及び「国外転出をする場合

の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所

得税及び復興特別所得税の額の計算書」を添

付し，その確定申告書の提出期限までに，納

税を猶予される所得税額及び利子税額に相当

する担保を提供する必要がある（所法１３７の

２�，�）。

� 納税猶予期間中の手続きは？

納税猶予期間中は，各年の１２月３１日におい

て所有している対象財産について，引き続き

納税猶予の特例の適用を受けたい旨などを記

載した「国外転出をする場合の譲渡所得等の

特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」を

翌年３月１５日までに所轄税務署へ提出する必

要がある（所法１３７の２�）。
� 納税猶予期間中に株式等を譲渡したとき

は？

納税猶予期間中に国外転出時課税の対象と

なった株式等を譲渡した場合，納税猶予分の

所得税額のうちその譲渡をした部分の金額に

応じた所得税について納税猶予の期限が確定

するため，譲渡した日から４か月以内に，利

子税と併せて納付する必要がある（所法１３７

の２�，�）。この場合，その譲渡があった
日から４か月以内に，「国外転出をする場合

の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予期限の

一部確定事由が生じた場合の適用資産等の明

細書」を所轄税務署へ提出しなければならな

い（所令２６６の２�）。
（注） 利子税の割合は，平成２７年と２８年は年

１．８％，平成２９年は年１．７％となっている。

� 株式等の譲渡価額が国外転出時よりも下

落している場合は？

その下落した価額で国外転出の時に譲渡し

たものとみなして，国外転出時課税の申告を
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再計算することができる。手続きは，その譲

渡の日から４か月以内に更正の請求をして，

所得税を減額する。

� 納税猶予期間が満了した場合はどうなる

のか，また手続きは？

納税猶予の特例の適用を受けた者は，納税

猶予期間の満了日（国外転出の日から５年，

期限延長する場合は１０年）の翌日以後４か月

を経過する日までに納税を猶予されていた所

得税及び利子税を納付する必要がある（所法

１３７の２�）（免除されるわけではないので，
注意が必要）。

また，納税猶予期間の満了日において，国

外転出の時から引き続き所有等している株式

等の価額が国外転出の時の価額よりも下落し

ている場合には，国外転出の時に納税猶予期

間の満了日の価額で譲渡等したものとみなし

て，国外転出時課税の申告をした年分の所得

税を再計算することができる（所法６０の２�）。
手続きは，納税猶予期間の満了日から４か月

以内に更正の請求をすることで，所得税を減

額する（所法１５３の２�）。
３ 国外転出時課税が取り消される場合

次のような場合には国外転出時課税を取り

消すことができる。手続きは，帰国などをし

た日から４か月以内の更正の請求による。

� 国外転出時課税の申告をした者が国外

転出の日から５年以内に帰国した場合，

その帰国の時まで引き続き所有等してい

る株式等については，国外転出時課税の

適用がなかったものとして，課税の取り

消しができる（所法６０の２�一）。
� 国外転出の日から５年以内に国外転出

時において有していた株式等を居住者に

贈与した場合や，国外転出時課税の申告

をした者が死亡し，その死亡した者が国

外転出をした日から５年以内に，その国

外転出時において有していた株式等を相

続又は遺贈により取得した相続人又は受

遺者の全てが居住者となった場合も，国

外転出時課税の適用がなかったものとし

て，課税の取消しをすることができる（所

法６０の２�二，三）。
ただし，対象資産の所得の計算につき，そ

の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部

について，隠蔽又は仮装があった場合には，

その隠蔽又は仮装があった事実に基づく所得

については，課税の取消しをすることはでき

ない（所法６０の２�ただし書）。

� 国外転出（贈与）時課税制度

１ 納税義務者・課税対象

� 国外転出（贈与）時課税は，どのような

制度か？

国外転出（贈与）時課税は，贈与をする時

点で１億円以上の対象資産（株式等）を所有

等している一定の居住者が，国外に居住する

親族等（非居住者）へ株式等の全部又は一部

を贈与したときに，その贈与した株式等の含

み益に対して贈与者に所得税が課税される制

度で，平成２７年７月１日以降に行われる贈与

に適用される（所法６０の３�～�）。
� みなし贈与に該当する場合でも国外転出

時課税の対象？

国外に居住する親族等（非居住者）に対し

て株式等の低額譲渡が行われ，相続税法７条

に基づきその譲渡を受けた者にみなし贈与が

課税されるような場合等でも，国外転出（贈

与）時課税制度は，現行法上，「贈与」と規

定しているだけなので，その課税の対象とは

ならない可能性が高いと思われる。

（注） 所得税法９条１項１６号では，「……贈与
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により取得するもの（相続税法…の規定

により…個人からの贈与により取得した

ものとみなされるものを含む。）」と規定

している。

� 「一定の居住者」「対象資産」「株式等の

価額の算定」「含み益の計算」「取得価額の

付替え」は？

国外転出時課税制度に同じ。

� いつまでに申告するのか？

贈与をした日の属する年の翌年の確定申告

期限まで

２ 納税猶予の特例

� 国外転出（贈与）時課税の納税猶予の特

例とは？

国外転出（贈与）時課税の対象となった者

が，一定の手続きを行った場合には，国外転

出（贈与）時課税の適用により納付すること

となった所得税について，贈与の日から５年

間納税を猶予することができる。

納税猶予の特例を受けるメリットは，�贈
与時の税負担を回避できること，�納税猶予
期間中に株式等の譲渡があった場合の譲渡価

額が贈与時より下落している場合には再計算

できること，�納税猶予期間満了日の株式等
の価額が贈与時より下落している場合には再

計算できること等である。

� 国外転出時（贈与）課税の納税猶予の適

用を受けるための手続きは？

国外転出（贈与）時課税の申告をする贈与

者が，その申告をする年分の確定申告書に納

税猶予の特例の適用を受けようとする旨を記

載するとともに，「国外転出等の時に譲渡又

は決済があったものとみなされる対象資産の

明細書（兼納税猶予の特例の適用を受ける場

合の対象資産の明細書）≪確定申告書付表≫」

及び「国外転出をする場合の譲渡所得等の特

例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別

所得税の額の計算書」を添付し，その確定申

告書の提出期限までに，納税を猶予される所

得税額及び利子税額に相当する担保を提供す

る必要がある。

� 納税猶予期間中の手続きは？

納税猶予期間中は，各年の１２月３１日におい

て所有している対象財産について，引き続き

納税猶予の特例の適用を受けたい旨などを記

載した「国外転出をする場合の譲渡所得等の

特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」を

翌年３月１５日までに所轄税務署へ提出する必

要がある。

� 納税猶予期間中に株式等を譲渡したとき

は？

受贈者が納税猶予期間中に国外転出（贈

与）時課税の対象となった株式等を譲渡した

場合，納税猶予分の所得税額のうちその譲渡

をした部分の金額に応じた所得税について納

税猶予の期限が確定するため，譲渡した日か

ら４か月以内に，利子税と併せて納付する必

要がある（所法１３７の３�）。この場合，その
譲渡があった日から４か月以内に，「国外転

出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納

税猶予期限の一部確定事由が生じた場合の適

用資産等の明細書」を所轄税務署へ提出しな

ければならない（所令２６６の２�）。
なお，その贈与された株式等を譲渡した受

贈者は，「有価証券等又は未決済信用取引等

若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約

について譲渡等をした旨の通知書」（様式な

し）を譲渡があった日から２か月以内に贈与

者に対して通知しなければならない（所法６０

の３�）。
� 「株式等の譲渡価額が贈与時よりも下落

している場合は？」「納税猶予期間が満了
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した場合はどうなるのか，また手続き

は？」

国外転出時課税制度に同じ。

３ 国外転出（贈与）時課税が取り消される

場合

次のような場合には国外転出（贈与）時課

税を取り消すことができる。手続きは，帰国

などをした日から４か月以内の更正の請求に

よる。

� 受贈者である非居住者が，贈与の日か

ら５年以内に帰国をした場合，その帰国

の時まで引き続き所有していた株式等に

ついては，贈与者は，国外転出（贈与）

時課税の取り消しをすることができる。

� 贈与の日から５年以内に受贈者が株式

等を居住者に贈与した場合や受贈者が死

亡し，その死亡した受贈者から相続又は

遺贈により株式等を取得した相続人又は

受遺者のすべてが居住者となった場合も

国外転出（贈与）時課税の適用がなかっ

たものとして，課税の取り消しをするこ

とができる（所法６０の３�二，三）。
（注） 「� 国外転出時課税制度」の「３

国外転出時課税が取り消される場合」

のただし書に注意が必要。

� 国外転出（相続）時課税制度

１ 納税義務者・課税対象

� 国外転出（相続）時課税は，どのような

制度か？

国外転出（相続）時課税は，相続開始の時

点で１億円以上の対象資産（株式等）を所有

等している一定の居住者が死亡し，国外に居

住する相続人又は受遺者（非居住者）がその

株式等の全部又は一部を相続又は遺贈により

取得した場合は，その相続又は遺贈の時に取

得した株式等の含み益に対して被相続人に所

得税が課税される制度で，平成２７年７月１日

以降の相続又は遺贈に適用される（所法６０の

３�～�）。
� 遺産が未分割の場合はどうか？

遺産が未分割の場合でも�に該当する場合
には，民法の規定による相続分の割合に従っ

て非居住者である相続人等に対象資産の移転

があったものとして，被相続人が国外転出（相

続）時課税の対象となる。

� 国外転出（相続）時課税の申告はいつま

でにするのか？

国外転出（相続）時課税は，相続開始のあ

ったことを知った日の翌日から４か月以内に，

相続人全員で，その年の各種所得に国外転出

（相続）時課税の適用による所得（含み益）

を含めて被相続人の準確定申告書及び納税を

する必要がある。

� 「一定の居住者」「対象資産」「株式等の

価額の算定」「含み益の計算」「取得価額の

付替え」は？

国外転出時課税制度に同じ。

２ 納税猶予の特例

� 国外転出（相続）時課税の納税猶予の特

例とは？

国外転出（相続）時課税の対象となった者

が，一定の手続きを行った場合には，国外転

出（相続）時課税の適用により納付すること

となった所得税について，贈与の日から５年

間納税を猶予することができる。

納税猶予の特例を受けるメリットは，�国
外転出（相続）時の税負担を回避できること，

�納税猶予期間中に株式等の譲渡があった場
合の譲渡価額が相続開始時より下落している

場合には再計算できること，�納税猶予期間
満了日の株式等の価額が贈与時より下落して
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いる場合には再計算できること等である。

� 国外転出（相続）時課税の納税猶予の適

用を受けるための手続きは？

国外転出（相続）時課税の納税猶予の適用

を受けるためには，まず非居住者である相続

人の全員が準確定申告書の提出期限までに納

税管理人の届出をする必要がある。

次に，国外転出（相続）時課税の申告をす

る相続人が，国外転出（相続）時課税の申告

をする準確定申告書に納税猶予の特例の適用

を受けようとする旨を記載するとともに，「国

外転出等の時に譲渡又は決済があったものと

みなされる対象資産の明細書（兼納税猶予の

特例の適用を受ける場合の対象資産の明細

書）≪確定申告書付表≫」及び「国外転出を

する場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶

予分の所得税及び復興特別所得税の額の計算

書」を添付し，その提出期限までに，納税を

猶予される所得税額及び利子税額に相当する

担保を提供する必要がある。

� 納税猶予期間中の手続きは？

納税猶予期間中は，各年の１２月３１日におい

て所有している対象財産について，引き続き

納税猶予の特例の適用を受けたい旨などを記

載した「国外転出をする場合の譲渡所得等の

特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」を

翌年３月１５日までに所轄税務署へ提出する必

要がある。

� 納税猶予期間中に株式等を譲渡したとき

は？

相続人が納税猶予期間中に国外転出（相

続）時課税の対象となった株式等を譲渡した

場合，納税猶予分の所得税額のうちその譲渡

をした部分の金額に応じた所得税について納

税猶予の期限が確定するため，譲渡した日か

ら４か月以内に，利子税と併せて納付する必

要がある（所法１３７の３�）。この場合，その
譲渡があった日から４か月以内に，「国外転

出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納

税猶予期限の一部確定事由が生じた場合の適

用資産等の明細書」を所轄税務署へ提出しな

ければならない（所令２６６の３�）。
� 「株式等の譲渡価額が贈与時よりも下落

している場合は？」「納税猶予期間が満了

した場合はどうなるのか，また手続き

は？」

国外転出時課税制度に同じ。

３ 国外転出（相続）時課税が取り消される

場合

次のような場合には国外転出（相続）時課

税を取り消すことができる。手続きは，帰国

などをした日から４か月以内の更正の請求に

よる。

� 相続人である非居住者が，相続開始の

日から５年以内に帰国をした場合，その

帰国の時まで引き続き所有していた株式

等については，相続人は，被相続人の国

外転出（相続）時課税の取り消しをする

ことができる（所法６０の３�一）。
� 相続の日から５年以内に非居住者であ

る相続人が株式等を居住者に贈与した場

合や非居住者である相続人が死亡し，そ

の死亡した相続人から相続又は遺贈によ

り株式等を取得した相続人又は受遺者の

すべてが居住者となった場合も国外転出

（相続）時課税の適用がなかったものと

して，課税の取り消しをすることができ

る（所法６０の３�二，三）。
� 遺産分割が確定していないため民法の

規定による相続分の割合に従って非居住

者である相続人に株式等の移転があった

ものとして国外転出（相続）時課税の申
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告をした後，遺産分割が確定したことに

より，非居住者である相続人が取得する

株式等の相続分が申告内容と異なる場合

には，減額することができる（なお，税

額が増加する場合には修正申告書を提出

する必要がある。いずれも期限は遺産分

割が確定してから４か月。）（所法１５３の

５，１５１の６）。

おわりに

最近，国外転出時課税制度の平成２８年分の

申告状況が国税庁から公表され，申告件数は

９９件と順当に平成２７年半期分の２倍となる一

方，含み益は１，０１３億７，４００万円と１０倍余の

大幅な増加となったとのことである。

「国外転出時課税」「国外転出（贈与）時

課税」「国外転出（相続）時課税」制度は，

課税当局の捕捉が難しいという問題があると

思うが，その点はさておき，仮に転出時等に

所得税の申告を行わないで，後になって課税

当局から決定等された場合には，納税の猶予

の適用がないために，譲渡価額が下落した場

合の再計算等ができないという不利益を被る

恐れもある。また，国外転出や贈与の場合は

事前準備も可能であるが，相続は，突然に発

生する場合もあり，かつ，多額の株式等を有

し遺産分割協議がまとまらないケース（未分

割）で相続人が非居住者の場合も相当数ある

ことから，実務に携わる方々は，この制度の

適用の有無に対して十分注意を払うことが必

要である。

なお，本稿では触れなったが，株式等の含

み益を計算する際の取得費の算定が困難なケ

ースも十分想定されるので，財産債務調書の

提出義務のない方についても併せて注意が必

要である。
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